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令和６年度名古屋市
介護保険指定事業者講習会

（集団指導）

名古屋市健康福祉局介護保険課
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連絡事項① 資料について

集団指導専用ページより、

各自で印刷又はダウンロードを

お願いいたします。
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連絡事項② アンケートについて

Webアンケートのご回答をもって、

講習会の参加を確認させていただきます。

回答期限：１０月１8日（金）

※同一法人の事業所につきましても、

事業所ごとにご回答をお願いいたします。
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連絡事項③ ご質問等について

視聴側からのチャット機能等はありません。

ご質問等は各担当へ直接お問合せください。
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連絡事項④ 動画視聴期間について

講習会終了後から同じURLで

令和6年１０月１１日（金）まで

繰り返しご視聴いただくことが可能です。
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名古屋市健康福祉局 介護保険課⾧

開会のあいさつ
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名古屋市健康福祉局 介護保険課
課⾧補佐（施設指導担当）

介護保険サービス事業者の
指定取消等処分について
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介護保険サービス事業者の指定取消等処分
について（資料P36）

１ 令和4年度（全国版）
主な介護サービス類型 効力停止件数 取消件数 主な取消事由

指定居宅サービス 18件 13件
・介護給付費の請求に関して不正があった
・虚偽の答弁又は検査を拒み、妨げた

居宅介護支援 7件 4件 同上

介護保険施設サービス 2件 0件 —

指定介護予防サービス 7件 1件
・書類の提出命令等に従わず、又は虚偽の報告をした

・虚偽の答弁又は検査を拒み、妨げた
・不正の手段により指定を受けた

介護予防支援 0件 0件 —

指定地域密着型サービス 10件 3件
・介護給付費の請求に関して不正があった
・虚偽の答弁又は検査を拒み、妨げた

指定地域密着型介護予防
サービス

0件 0件 —

総合事業 6件 4件 介護保険法等に基づく命令に違反した

合計 50件 25件 —
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介護保険サービス事業者の指定取消等処分
について（資料P37）

2 全国の処分事例（令和4年度）

処分事由 主な違反事例

人員基準を満たしていなかった
・管理者やサービス提供責任者を配置していない期間があった。（訪問介
護） 等

設備・運営基準に従った運営が
できていなかった

・長期間にわたり多数の利用者に係る特定施設サービス計画の原案について、
利用者等への説明を怠り、文書による同意を得ず、特定施設サービス計画の
交付を行っていなかった。（地域密着型特定施設入居者生活介護） 等

要介護者の人格を尊重する義務、
又は要介護者のため忠実にその
職務を遂行する義務に違反した

・短期入所生活介護事業所の利用者１名に対し、身体的虐待及び心理的虐待
を行った。（短期入所生活介護） 等

介護給付費の請求に関して不正
があった

・運営基準減算に該当する事実があることを知りながら、居宅介護支援費に
ついて同減算を適用せず、また、運営基準減算に該当する場合は特定事業所
加算を算定することができないことを知りながら、同加算を算定して請求を
行った。（居宅介護支援） 等
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介護保険サービス事業者の指定取消等処分
について（資料P38）

処分事由 主な違反事例

帳簿書類の提出命令等に従わず、
又は虚偽の報告をした

・監査において、偽造したケアプランおよび身体拘束に関する説明書を提出
した。（地域密着型介護老人福祉施設） 等

質問に対し虚偽の答弁をし、又
は検査を拒み、監査を妨げた

・監査時に、看護職員を、毎営業日ごとに配置している常勤職員であると虚
偽の答弁を行った。（通所介護） 等

不正の手段により指定を受けた
・勤務予定のない者の名義を使用し、人員基準を満たすものとして虚偽の指
定申請を行い、指定を受けた。（短期入所生活介護） 等

介護保険法その他保健医療若し
くは福祉に関する法律に基づく
命令に違反した

・前法人代表者の主導により行われていた訪問介護事業所による不正請求に
ついて、前法人代表者自らが管理者となっていた居宅介護支援事業所の従業
者にサービス提供の実態と異なるケアプランの作成や給付管理を行わせ、当
該訪問介護事業所の不正請求をほう助した。（居宅介護支援） 等

その他（不正不当）
・居宅介護サービス費の請求に係る証拠書類（看護職員の出勤簿及び給与明
細）を捏造した。
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介護保険サービス事業者の指定取消等処分
について（資料P38）

3 名古屋市の処分事例（令和5年度）

処分内容 処分理由

指定の一部の効力
停止（12月）
①新規受入停止
②報酬上限7割

・訪問介護員としての資格要件を満たさない者がサービス提供を
行ったにも関わらず、これについて不正に介護報酬の請求を行った。
また、特定事業所加算の算定要件を満たしていないことを知りなが
ら、同加算を算定して不正に介護報酬の請求を行った。（訪問介
護）
・一体的に運営している障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律（以下「支援法」という。）における居宅介護
及び同行援護に関し、不正な行為が認められた。（訪問介護）

・一体的に運営している訪問介護並びに支援法における居宅介護及
び同行援護に関し、不正な行為が認められた。（予防専門型訪問
サービス及び生活支援型訪問サービス）
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介護保険サービス事業者の指定取消等処分
について（資料P39）

【参考】 名古屋市の障害福祉サービス事業所に対する処分事例（令和6年度）

※介護保険サービスにおける認知症対応型共同生活介護においても、利用
者から支払いを受けることができるのは、「食材料費」とされています。
「食材料費」は「食事の提供に要する費用」とは異なり、人件費や光熱水
費等の調理に係る費用は含まれないことから、全ての利用者の食材料購入
費の実費相当として設定される必要があることにご注意ください。

処分内容 処分理由

・指定取消…4事業所
・一部効力停止（6月）
…1事業所
・一部効力停止（12月）
…1事業所

・食材料費を過大徴収していたという事実が認められ、これによって
障害者から不当に財産や金銭を使用した等の経済的虐待があったと判
断されていることから、障害者虐待防止法第2条第7項第5号に規定
する「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」に該当し、障害者
の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第42条第3
項における人格尊重義務に違反した。
・その他、障害福祉サービス等報酬に係る不正請求等が認められた。
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名古屋市健康福祉局 介護保険課
課⾧補佐（施設指導担当）

運営上の注意点など



Ⅰ.高齢者虐待の防止について（資料P116～）

Ⅱ.介護サービスの提供による事故等発生時の本市
への連絡について（資料P122～）

Ⅲ.施設入所者が死亡した際の遺留金品等の取扱に
ついて（資料P143）

8

運営上の注意点など



9

Ⅰ.高齢者虐待の防止について（資料P116）

１ 全国における高齢者虐待判断件数（令和4年度）

養介護施設従事者等による虐待の相談・通報件数及び虐待判断件数は、いずれも昨年度に比
べ増加しており、高齢者虐待は依然として高い水準で推移している。

〇養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待判断件数の推移(全国)

【虐待発生施設】 「特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)」32.0％、「有料老人ホーム」25.8％、

「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」11.9％、「介護老人保健施設」10.5％

687 736 
962 

1,120 

1,640 1,723 
1,898 

2,187 2,267 
2,097 

2,390 
2,795 

151 155 221 300 408 452 510 621 644 595 
739 

856 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
(件)

(年度)
相談・通報件数 虐待判断件数



10

Ⅰ.高齢者虐待の防止について（資料P119）

３ 本市における養介護施設従事者等による高齢者虐待判断件数
（令和5年度 計20件）

種 別 内 容

身体的虐待

・介護職員が緊急性は無かったが馬乗りになって吸引を行った。
・介護職員が入居者の顔面に向けて頭突きをした。
・介護職員が入所者の両足首を持ち洗面台手前からベッドサイドまで背中を引きずる体勢で移動さ
せた。 等

心理的虐待

・服薬介助の際に、利用者に「動くな」、「座って」と怒鳴った。
・排せつの失敗に対する侮辱的な発言をした。
・入居者に対し「お前いい加減にしろ」と威嚇的に発言した。
・服薬（座薬）介助の際に職員が入所者に対し威圧的な態度で「太っていて入れづらい」と発言し
た。 等

経済的虐待
・職員の私的な買い物をする際に利用者の電子マネーを使用した。
・職員が利用者の自宅で金銭を複数回にわたり盗取した。
・職員が入居者21名の金銭を複数回にわたり盗取した。

介護等放棄
（ネグレクト）

・入所者の居室のナースコールを入所者の手が届かない場所に遠ざけた。
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Ⅰ.高齢者虐待の防止について（資料P120）

４ 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置

令和３年４月の基準省令改正により、全ての介護サービス事業者を対象に、

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的開催

② 虐待の防止のための指針の整備

③ 虐待の防止のための研修の定期的実施

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の配置

が義務付けられました。

（令和６年４月１日から完全施行されました。）

※上記①～④の全ての措置が講じられていない場合、高齢者虐待防止措置未実施
減算となり、当該事業所の利用者全員について減算となります。(居宅療養管理指
導及び特定福祉用具販売を除く。)
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Ⅰ.高齢者虐待の防止について（資料P120）

5 養介護施設従事者等による高齢者虐待における通報の義務
業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見

した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならないとの義務が課されていま
す（高齢者虐待防止法第21条第1項）。

また、養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報等を行った従業者等は、通報等をし
たことを理由に、解雇その他不利益な取扱いを受けないことが規定されています（高齢者
虐待防止法第21条第7項）。

6 養護者による高齢者虐待における通報について

養護者による高齢者虐待の相談・通報者の集計では、介護支援専門員と介護保険事業所
職員とを合わせると全体の約3分の1を占めます。高齢者に重大な危険が生じている場合は
通報義務が、深刻でない虐待事例の通報については努力義務となっておりますが、高齢者
虐待を未然に防止するため、虐待のサインに気付きやすい介護支援専門員や介護保険事業
所職員の協力が必要不可欠となっています。
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Ⅱ.介護サービスの提供による事故等発生時の
本市への報告について（資料P122）

１ 対象となる事業所
居宅サービス事業所、地域密着型（介護予防）サービス事業所、居宅介護支援事業所、

介護保険施設、介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所、通所サービスの設備を利
用し宿泊サービスを実施している事業所、住宅型有料老人ホーム、介護予防・生活支援
サービス事業

２ 本市への連絡が必要な事故等

以下の事故については、原因の如何にかかわらず、全て本市に連絡する。

(1)対人(利用者)事故

(2)対物事故

(3)感染症の発生
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Ⅱ.介護サービスの提供による事故等発生時の
本市への報告について（資料P122）

２ 本市への連絡が必要な事故等

(1)対人(利用者)事故
介護サービスの提供に伴い発生した事故により、以下の事例が発生した場合

・利用者が死亡した場合（※介護サービスの提供によらない病死は報告不要）

・医療機関における治療を必要とした場合（軽微な治療（湿布の貼付、軽易な切り傷への

消毒）は除く）

・利用者トラブルが発生した場合、利用者等に賠償金等を支払った場合、エスケープ

(2)対物事故
介護サービスの提供に伴い発生した事故により、以下の事例が発生した場合

・利用者等の保有する財物を毀損・滅失し賠償金等を支払った場合

・利用者等の個人情報が流失した場合

・利用者等とトラブルが発生した場合
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Ⅱ.介護サービスの提供による事故等発生時の
本市への報告について（資料P122）

２ 本市への連絡が必要な事故等

(3)感染症の発生「事故報告書（食中毒又は感染症用）」にて報告

介護サービスの利用者が食中毒又は結核、疥癬、インフルエンザ、ノロ
ウイルス、新型コロナウイルス等の感染症に罹患した場合のうち、以下の
事例が発生した場合

・事業所全体で10名以上（一日あたり）が罹患

・1ユニットのうち半数以上が罹患

・感染症による死亡者が発生

・その他事業所の運営に重大な支障を来すおそれがある場合
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Ⅱ.介護サービスの提供による事故等発生時の
本市への報告について（資料P123）

３ 本市への連絡方法
様式「事故報告書」「事故報告書（食中毒又は感染症用）」に必要事項を記載の上、

５日以内を目安に報告フォームにアップロードしてください。

※様式のダウンロード及び報告フォームは「NAGOYAかいごネット」をご参照ください。

４ 本市の連絡先
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課指導担当 FAX 052-959-4155

問合せ先

サービスの種類 電話番号

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、
介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護

052
959-2592

上記以外のサービス
052

959-3087
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Ⅲ.施設入所者が死亡した際の遺留金品等の取扱について
（資料P143）

・施設職員が利用者の預り金を不正に使用していたという事件が

全国的に発生しています。利用者や市民の期待を裏切ることの

ないよう、預り金については、改めて厳正な管理を徹底される

ようお願いします。

・施設入所者が死亡した場合の遺留金品の取り扱いについて、遺

体の引取者がいる場合には、葬儀執行や遺留金品の処分は通常

は身元引受人が行います。遺体の引取者がいない場合、各区の

担当課にご連絡ください。



1

名古屋市健康福祉局介護保険課
居宅指導担当

介護保険サービス事業者に
対する指導監督等について



Ⅰ.介護サービス事業等の基準条例（資料P1）

Ⅱ.令和6年度介護報酬改定における留意事項（資料P6）

Ⅲ.運営指導において多く見られた指摘事項（資料P27）

Ⅳ.運営の手引き（資料目次前）

Ⅴ.介護サービス情報公表制度（資料P81）

Ⅵ.介護保険関連車両の「警察署長の駐車許可」の取扱い （資料P258）

2

内 容



3

Ⅰ.介護サービス事業等の基準条例（資料P1）

指定基準は、指定権者（都道府県または市町村）が条例で定める
→ 本市においては、厚生労働省令で定められた基準に加え、

独自基準を設定（一部を除き平成２５年４月１日施行）

〇 記録の保存期間の延長
サービスの提供記録の保存年限を２年間→５年間に延長
※令和３年度の解釈通知改正により、基準省令上の「その完結の日」とは、

個々の利用者につき、契約終了により一連のサービス提供が終了した日と
示されていますので、その他の書類の保存にあたっても留意してください。

〇 非常災害に備えた食料及び飲料水の備蓄
施設・居住系：3日分、通所系：1日分 利用者・従業者の

食料（１日３食分）及び飲料水（１人１日３リットルを目安）の備蓄

〇 暴力団の排除
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Ⅱ.令和6年度介護報酬改定における留意事項
（資料P６）

• 主に複数のサービスに共通する留意事項を示したものです。

• その他の令和6年度介護報酬改定事項やQ&A等については、

下記URLのNAGOYAかいごネットからご確認ください。

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/kaisei/index.html
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＜令和6年4月1日より義務化＞ 【全サービス共通】
１ 感染症対策の強化（資料P6）

（１）委員会の開催

（２）指針の整備

（３）研修の実施

（４）訓練の実施

※施設サービスは、感染症と併せて食中毒の予防等の措置も講じる必要あり
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＜令和6年4月1日より義務化＞ 【全サービス共通】
２ 業務継続計画の策定等（資料P6）

※業務継続計画の策定がされていない場合は、下記URLの厚生労働省ホームページ 「介
護施設・事業所における業務継続計画（BCP）作成支援に関する研修」に掲載の資料等
をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

（１）業務継続計画（BCP)の策定（感染症、災害時両方作成が必要）

※定期的に見直しを行い、

必要に応じて変更を行う

（２）業務継続計画について

の研修・訓練の実施

頻度 新規採用時

【研修】年2回以上 ○

【訓練】年2回以上 —

【研修】年2回以上 ○

【訓練】年2回以上 —

【研修】年1回以上 ○

【訓練】年1回以上 —

居住系 —
業務継続計画

（BCP）
策定

—

居宅系 —
業務継続計画

（BCP）
策定

—

BCP

研修等

委員会 指針整備
担当者
を置く

施設系 —
業務継続計画

（BCP）
策定

—
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業務継続計画未策定減算（資料P23）

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に
提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求
める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が
未策定の場合、基本報酬が減算されます。(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く）

※訪問系、福祉用具貸与、居宅介護支援は、R7.3.31までの間、減算は適用されない。
※その他のサービスにおいては、 R7.3.31までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整
備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算は適用されない。

感染症若しくは災害のいずれか又は両方のBCPが未策定の場合、
当該BCPに従い必要な措置が講じられていない場合

減算

BCPの周知、研修、訓練及びBCPの定期的な見直し未実施 減算対象外

サービス種別 減 算 率

施設・居住系サービス 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算

その他のサービス 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
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＜令和6年4月1日より義務化＞【全サービス共通】
３ 高齢者虐待防止の推進（資料P7）

（１）運営規程への「虐待防止のための措置」の追加

（２）委員会の定期的開催

（３）指針の整備

（４）研修の実施

（５）担当者の設置

頻度 新規採用時

施設系 年2回以上 ○ 定期的に開催 ○ ○

居住系 年2回以上 ○ 定期的に開催 ○ ○

居宅系 年1回以上 ○ 定期的に開催 ○ ○

虐待防止

研修等

委員会 指針整備
担当者
を置く
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高齢者虐待防止措置未実施減算（資料P22）

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生
又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬
が減算されます。（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く）

※福祉用具貸与は、R9.3.31までの間、減算は適用されない。

〇算定要件
虐待の発生又はその再発を防止するための以下の全ての措置が講じられていない場合、当該事
業所の利用者全員について、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算

虐待の発生又はその再発を防止するための措置

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催、
その結果について、従業者に周知徹底を図る

・虐待の防止のための指針を整備

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
(施設・居住系サービス：年2回以上、その他のサービス：年1回以上)

・上記措置を適切に実施するための担当者を置く
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＜令和6年4月1日より義務化＞
４ 認知症介護基礎研修の受講の義務付け（資料P7）
【無資格者がいない訪問系（訪問入浴を除く）、福祉用具貸与、
居宅介護支援は対象外】

・介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さな

い者について、認知症介護基礎研修を受講させる。

・新規採用者が資格を有していない場合、採用後1年を経過す

るまでに研修受講。

※令和6年度の研修案内は以下サイトを参照
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/2016121200012/
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＜令和6年4月1日より義務化＞ 【施設系のみ】
５ 口腔衛生の管理の強化（資料P8）

○口腔衛生の管理の強化
※令和6年度報酬改定にて、特定施設入居者生活介護も追加（R9. 3. 31までは努力義務）

（１）歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による、施設の介護職員に
対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導 年2回以上実施

（２）口腔衛生の管理体制に係る計画の作成

（３）医療保険との調整（訪問診療等の実施時間以外で行う）

〇令和6年度報酬改定により追加された事項
・当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時及び月に1回程度の口腔の健康状態の

評価（施設系サービスのみ。）
・上記（３）において、当該施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状態の

評価を行う歯科医師等においては、実施事項等を文書で取り決めること。
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＜令和6年4月1日より義務化＞ 【施設系のみ】
６ 栄養管理（資料P8）

○栄養管理

入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよ

う、管理栄養士が各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に実施すること。

〇栄養管理に係る減算（令和6年4月1日より適用）

栄養士又は管理栄養士の員数若しくは上記栄養管理の基準を満たさない事実が生じ

た場合に、その翌々月から基準を満たさない状況が解決されるに至った月まで、入

所者全員について、所定単位数（１日につき14単位）が減算される（ただし、翌月

の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。）。
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テレワークの取扱いについて
【全サービス共通（居宅療養管理指導を除く）】 （資料P9）

これまで、テレワークの取扱いについては管理者を除き介護報酬上の取扱
いが示されていませんでしたが、人員配置基準等で具体的な必要数を定めて
配置を求めている職種のテレワークに関して、職種や業務ごとに具体的な考
え方が示されました。
詳細については、『介護保険最新情報Vol.1237「介護サービス事業所・施
設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項につい
て」（令和6年3月29日）』をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001238515.pdf
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身体拘束等の適正化＜令和7年4月1日より義務化＞
【短期入所系、多機能系】（資料P9）

既に義務化されていた施設・居住系サービスに加え、短期入所系、多機能系

サービスについても下記取組みを追加（令和7年3月31日まで努力義務）

• 身体的拘束等の適正化のための委員会を3月に1回以上開催

• 身体的拘束等の適正化のための指針の整備

• 定期的に研修を実施

（年2回以上及び新規採用時）
頻度 新規採用時

施設系 年2回以上 ○ 3月に1回以上 ○ —

居住系 年2回以上 ○ 3月に1回以上 ○ —

短期入所系
多機能系

年2回以上 ○ 3月に1回以上 ○ —

身体拘束

研修等

委員会 指針整備
担当者
を置く
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身体拘束等の適正化＜令和7年4月1日より義務化＞
【短期入所系、多機能系】（資料P9）

身体拘束廃止未実施減算 ※短期入所、多機能系は、R7.3.31までは経過措置期間

事業所において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、

・記録を行っていない

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない

・身体的拘束等の適正化のための定期的な研修（年２回以上）を実施していない

→いずれかが未実施の場合、所定単位数の100分の1（施設・居住系は100分の10）に相当する単位数を減算

〇基準を満たしていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月

から3月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が

認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。



16

身体拘束等の適正化（資料P10）
【訪問系、通所系、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援】

〇これまで基準上定めのなかった訪問系・通所系等のサービスにおいても、身体的拘束等を行ってはなら

ない旨を基準上明記。

・利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を

行ってはならないこと。

・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならないこと。

※緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすことについて、

組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行い、その具体的な内容を記録

・「身体拘束ゼロへの手引き」に加え、「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引

き」等を参考にしてください。 https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/2024071200013/
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利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する
方策を検討するための委員会の設置＜令和9年4月1日より義務化＞
【短期入所系、施設・居住系、多機能系】（資料P11）

介護現場の生産性向上の取組を促進する観点から、現場における課題を抽出及

び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や

安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備す

るため、本委員会の設置及び開催をすること。

（本委員会は定期的に開催することが必要。開催する頻度は、各事業所の状況

を踏まえ、適切な開催頻度を決めることが望ましい。）

※義務化はR9.4.1から

介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ取得の場合は、R7.4.1から取組みが必要
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協力医療機関との連携体制の構築＜令和9年4月1日より義務化＞
【施設・居住系】（資料P11）

（１）以下の要件を満たす協力医療機関を定めること（複数の医療機関で要件を満たしても差し支えない。）。

（※居住系サービスは努力義務、施設系サービスは令和9年3月31日までは努力義務）

① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を

行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

（施設系のみ。当該協力医療機関は、病院に限る）

（２）1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該

医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出すること。

（３）入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所

させることができるように努めること。
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介護職員等処遇改善加算（資料P12）
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介護職員等処遇改善加算（資料P13）
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介護職員等処遇改善加算（資料P13）



22

介護職員等処遇改善加算（資料P19）
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Ⅲ.運営指導において多く見られた指摘事項
（資料P27）

• 令和５年度までの運営指導において、指摘することが多かった

事項を例示しました。

• 加算等の算定要件を十分に確認していないことで、報酬返還の

事例が多かったため、報酬関係について特に注意してくだ

さい。
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施設系・居住系
身体拘束廃止未実施減算（資料P27 1行目）

○事実が生じた月の翌月から改善月まで、利用者等の全員分につ

いて所定単位数の100分の10に相当する単位数を減算

・緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合に、記録を行っていない。

・委員会を3月に1回以上開催していない。

・指針を整備していない。

・定期的に（年2回以上及び新規採用時）研修を実施していない。
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訪問介護：特定事業所加算（資料P27 2行目）

○サービス提供責任者は、訪問介護員等に対し、利用者に関する
情報やサービス提供にあたっての留意事項を文書等の確実な方法
により、毎サービス時に伝達する

○資質向上を目的とした研修計画については、訪問介護員等ごとに、

（令和6年度から「訪問介護員等及びサービス提供責任者ごと」に改正）

個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定める

→加算の算定要件を満たしていない場合、加算算定できません
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訪問看護：サービス提供体制強化加算
（資料P27 3行目）

○資質向上を目的とした研修計画については、看護師等ごとに個別

具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施期間等を定める。

○看護師等の割合の算出にあたっては、理学療法士等も含める。

★本加算の「看護師等」とは、保健師、看護師、准看護師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を指します。

→加算の算定要件を満たしていない場合、加算算定できません。
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居宅介護支援：運営基準減算（資料P28 1・2行目）

〇居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者は複数

の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができることについて文

書を交付して説明を行う。

○介護支援専門員は、少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問、モニタリン

グを行い、その結果を記録に残す。（モニタリングの実施方法はR6改定あり）

○サービスの利用回数の増減が大きくあった場合は、軽微な変更として扱わず、

担当者会議の開催等を行う。

→満たしていない場合、運営基準減算が適用され、１月目は所定単位数の１／２、

２月目以降は所定単位数を算定できません。
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居宅介護支援：退院・退所加算
（資料P28 3行目）

・退院時カンファレンスの要件を満たさない事例が見受けられます。
【カンファレンスの要件】
診療報酬の算定方法別表第１医科診療報酬点数表の退院時共同指導料２の
注３の要件を満たすこと。
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居宅介護支援：入院時情報連携加算
（資料P29 1行目）

・入院時情報連携加算を算定するにあたり、先方と口頭でのやりとりがな

い方法（ＦＡＸやメール、郵送等）により情報提供を行った場合には、先

方が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて居宅サー

ビス計画等に記録しておく必要があります。

・令和6年度報酬改定にて、加算要件である

入院日から情報提供日までの日数に変更が

ありましたので、QA記載の右図もあわせて、

ご留意ください。
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通所介護（地域密着型を含む）：
人員基準欠如による減算（資料P29 2行目）

○看護職員は、単位ごとに、サービス提供日数に応じた配置が必要。（予

定でなく、実際の勤務が必要。休暇の場合も代替職員の配置が必要）

→必要な配置がされていない場合、人員基準欠如減算（利用者全員につい

て、所定単位数の７０％で算定）が適用される。

・必要数から１割を超えて減少した場合：翌月から解消月まで

・必要数の１割の範囲内で減少した場合：

翌々月から解消月まで（翌月配置基準を満たせば減算を要しない）
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通所介護（地域密着型を含む）：（資料P29 3・4行目）

中重度者ケア体制加算、個別機能訓練加算

○中重度者ケア体制加算

専従の看護職員が、通所介護を行う時間帯に機能訓練指導員とし

て従事する時間帯があり、看護職員がいない時間帯があった。

○個別機能訓練加算

機能訓練指導員が不在の日でも、個別機能訓練加算を算定してい

た。

→加算の算定要件を満たしていない場合、加算算定できません。
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施設系、併設ショート（ユニット型）：
ユニット職員に係る減算、夜勤体制減算（資料P30 1行目）

○ユニットにおける職員に係る減算

翌々月から解消月まで入所者全員、所定単位数の９７％を算定。

・昼間、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員が未配置。

・ユニットごとに、常勤のユニットリーダーが未配置。

○夜勤体制による減算

月に2日以上連続又は4日以上発生した場合、その翌月に入所者全員、所定

単位数の９７％を算定。

・夜間及び深夜、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員が未配置。
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施設サービス：
栄養マネジメント強化加算（資料P30 2行目）

○管理栄養士を常勤換算方法で「入所者数÷50」以上配置。

○給食管理を行っている常勤栄養士を１人以上配置してい

る場合、常勤換算方法で「入所者数÷70」以上配置。

・やむを得ない事情により管理栄養士が一時的に減少した

場合、１月を超えない期間内に補充すれば減少しなかった

とみなす事が可能。

→加算の算定要件を満たしていない場合、加算算定できません。
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人員関係：人員配置基準の管理（資料P30 4行目）

・給与管理上は勤務実績が不要な法人役員も含め、人員基

準上必要な人員配置がなされているかを確認できるよう、

全従業者のタイムカードや出勤簿を整備し、勤務表(実績)

と併せて勤怠管理を確実に行ってください。

・実績勤務表を作成する際は、必ずタイムカード等の書類

を基礎として正確に作成するように努めてください。
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人員関係：管理職の兼務（資料P30 5行目）

・管理者は、併設される入所施設（有料老人ホーム含む）にお

いて入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務す

る場合（施設における勤務時間が極めて限られている場合を除

く）は、管理業務に支障があると考えられるため認められてい

ません。

・管理者の兼務については、資料P34参照
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人員関係：兼務職員の管理（資料P31 1行目）

・職種ごとの配置基準を満たしているか確認できるよ

うに、勤務表は職種ごとに勤務時間を分けて記載し、

兼務関係を明確にしてください。
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人員関係：雇用・資格証関係（資料P31 2行目）

・当該事業所の従業者である事が分かるよう、全ての従業

者との雇用関係が証明できる書類を事業所に備えてくださ

い。

・資格が必要な職種については資格者証の写しを事業所に

備えておいてください。

・管理者は雇用契約期間や資格の有効期間が切れていない

かも確認してください。
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運営基準関係：秘密保持（従業者）（資料P31 4行目）

○雇入れ時に全従業者と秘密保持の誓約書を取り交わし、違約

金の定めを置く等の措置をとってください。

その際、「在職中のみならず退職後も同様に、利用者及びその

家族の秘密を漏らさない」といった内容を忘れず記載してくだ

さい。

〇派遣職員においても、派遣元で同様の措置が取られているか

確認してください。
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運営基準関係：秘密保持（利用者家族）
【施設系を除く】（資料P32 1行目）

○業務上、利用者家族の情報を使用する場合は、利用

者本人とは別に家族の同意が必要です。利用者本人の

同意にかかる「代筆者」欄とは別に「家族」欄を設け、

使用目的（サービス担当者会議等）を明示のうえ、家

族の同意（署名）をとってください。
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事故発生時の対応：（資料P33 1・2行目）

・介護事故の件数よりヒヤリハット報告の件数の方が少ない

事例が見受けられます。

・事故は「起こったこと」、ヒヤリハットは「起こらなかっ

たこと」として整理してください。

・医療機関での治療を必要とした場合、感染症患者が事業所

内で同時に10名以上発生した場合等には、事故報告書を介

護保険課へ速やかに提出してください。
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質の評価：（資料P33 3行目）

・事業者は、提供する介護サービスの質の評価を行い、

常にその改善を図らなければなりません。

・年１回程度、利用者・入所者、家族等へのアンケー

トなどの方法を用いて評価し、改善に努めてください。
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勤務体制の確保（研修）：（資料P33 4行目）

・年度途中に採用した職員（中途採用者）に関して新規採

用時の研修が実施できていない事例が見受けられます。

・施設で働くうえで必須の知識となりますので、中途採用

者に関しても新規採用時の研修を実施してください。

・基準上、実施することとされている研修については、

「研修・委員会等基準一覧」（P24～）をご参照ください。
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勤務体制の確保（研修）：（資料P33 4行目）
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勤務体制の確保（研修）：（資料P33 4行目）
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勤務体制の確保（研修）：（資料P33 4行目）
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Ⅳ.運営の手引き（資料目次前）

NAGOYAかいごネット
事業者向けページ

事業者指導

手引き等

運営の手引き
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Ⅴ.介護サービス情報公表制度（資料P81）

• 介護保険法の規定により、介護サービス事業者は提供する介護
サービスの情報を毎年本市に報告しなければなりません。

• 報告＝介護サービス情報公表システムへの入力。今年度の報告
は秋頃から可能となる予定。実施時期はかいごネットでお知ら
せするので、期日までに報告をお願いします。

• 報告された情報は情報公表システムにおいて公表されます。

• 報告年の前年1月～12月に新規指定を受け、同期間の介護報酬
が100万円以上の事業所は、調査機関が報告内容を調査

• 報告年の前々年12月以前に新規指定を受けた事業所は、調査
を希望する場合に調査機関が報告内容を調査（申込制・有料）
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Ⅵ.介護保険関連車両の「警察署長の駐車許
可」の取扱い （資料P258～264）

１ 郵送交付について
令和３年１月２５日から、郵送による駐車許可証の交付をレターパック

プラスに限り受付けています。

２ 警察行政手続きサイトを通じての申請について
令和４年１月４日から、警察行政手続きサイトを通じてのオンライン申

請が可能となりました。ただし、過去に許可を受けた定型的な申請に限ら
れます。新規の申請は対象外ですので、注意してください。
３ 駐車許可期間の変更

令和６年４月１日から、介護保険法による各種業務（短期入所、福祉用
具貸与等を除く）について、反復・継続性が認められる場合、許可期間が
最長１年→３年に延長されました。
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名古屋市健康福祉局高齢福祉部
介護保険課 課⾧補佐（給付担当）

介護給付適正化事業について



Ⅰ.介護給付適正化事業について（資料P60～）

Ⅱ.ケアプランチェックにおける確認項目について
（資料P62～）

2

内 容
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Ⅰ.介護給付適正化事業について（資料P60）

利用者に対する適切な介護サービスを確保しつつ、不適切な給
付を削減することにより、介護保険制度の信頼感を高めるととも
に、介護給付費や介護保険料の増大を抑制することを通じて、持
続可能な介護保険制度の構築に資するものです。

（１）要介護認定調査の適正化

（２）ケアプランチェック

（３）医療情報との突合・縦覧点検

（４）介護給付費通知

（５）住宅改修実態調査
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Ⅰケアプランチェックとは（資料P62）

・ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ「自立支援」
に資する適切なケアプランとなっているかについて、本市職員が
検証確認しながら、介護支援専門員の「気づき」を促すものです。

・ケアマジメントの質の向上の取り組みを推進するとともに、

より適正なサービス等に是正する観点から実施します。
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Ⅱ.ケアプランチェックにおける確認項目について
（資料P62～65）

ケアプランチェック時に助言する内容について

（特に指摘が多い項目）

①アセスメントで課題が明確になっているか

②短期目標と援助内容の期間が連動しているか

③第３表「主な日常生活上の活動」についての記載

④介護保険給付対象外のサービスについて
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Ⅱ①アセスメントで課題が明確になっているか
（資料P63）

アセスメントで課題が明確になっていない。

↓

・項目にチェックするのみではなく、課題が何であるかを

アセスメントに記載する。

・頭の中で分析した課題をアセスメントシートに記載する。
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Ⅱ②短期目標と援助内容の期間が連動しているか
（資料P64）

・短期目標と援助内容が連動していない。

・長期目標と援助内容を連動させてしまっている。

・援助内容の期間がどの目標とも連動していない。

↓

・短期目標の期間と援助内容の期間を連動させる。
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Ⅱ③第３表「主な日常生活上の活動」についての
記載（資料P64）
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Ⅱ③第３表「主な日常生活上の活動」についての
記載（資料P64）

第３表の「主な日常生活上の活動」についての記載が少ない。

↓

・「主な日常生活上の活動」の部分に、利用者の一日の生活

動作を詳細に記載する。

・「週単位以外のサービス」の部分も記載する。
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Ⅱ④介護保険給付対象外のサービスについて
（資料P64）

セルフケアや家族の支援などの介護保険給付対象外のサービスが居宅サービス計
画に位置づけられていない。
↓

・利用者のできることや習慣として行っていること（セルフケア）

・家族の家事支援や身体介護

・医療保険での医療サービス（訪問マッサージなど）

・障害福祉サービス

・民間サービス（身元保証など）

・知人、隣人や民生委員などの支援

・有料老人ホーム等における給付対象外のサービス など

これらの介護保険給付対象外のサービスも居宅サービス計画に位置づける。



名古屋市健康福祉局介護保険課課長補佐（栄養指導担当）

食品衛生・栄養管理



Ⅰ.食品衛生（資料P133 ～ 138）

Ⅱ.栄養管理（資料P138 ～ 139）

Ⅲ. 施設サービスの運営指導における栄養管理・衛生
管理の確認方法について（資料P139）

内 容
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Ⅰ.食品衛生（資料P133 ～ 138）

・食中毒予防の３原則（資料P133 ～ 134 参照）

・集団給食施設の取り扱いについて（資料P135 ～ 137）
（1）規定が適用される場合（１回の提供食数が２０食程度以上）

（2）規定が適用されない場合（１回の提供食数が２０食程度未満）
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（1）規定が適用される場合（資料P135）

１回の提供食数が２０食程度以上の場合が該当

(ア) 営業の届出

(イ) 食品衛生責任者の選任

(ウ) ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理 → 衛生管理計画 の作成

関係文書及び帳票のフォーマット

「NAGOYAかいごネット」内

栄養・給食のページ ＜ 栄養・衛生管理関係 帳票フォーマット ＜ 衛生管理

をご確認ください
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（２）規定が適用されない場合（資料P136～137）

１回の提供食数が２０食程度未満の場合が該当

令和３年１０月４日付介護保険課長通知（同日「NAGOYAかいごネット」掲載）

「小規模介護保険関係施設における食品衛生の基本方針について（通知）」

に準ずる

• 「食品衛生チェックリスト」（資料P137）を活用して衛生点検を実施

フォマット(excel) 

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/shido/eiyou_format.html?node_id=8431

※各施設の状況に応じて、不要な項目は削除してご利用ください

• ユニット等で調理業務に従事する介護職員等の検便実施の目安
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/_files/00148801/1_kondatekangaekata.pdf

NAGOYAかいごネット「栄養・給食のページ 第１章 献立の考え方・療養食の作成方法・衛生管理」P33
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給食を提供する施設が保健センターへ提出する
書類（資料P138）※１回の提供食数が２０食程度未満の場合を除く

•食品衛生法に関する届出

「営業の届出」を提出

（P135「集団給食施設の取り扱いについて」【Ⅰ】参照）

•健康増進法に関する届出

【Ⅰ】特定給食施設

特定かつ多数の者（１回１００食以上又は１日２５０食以上）に対して継続的に給食を提供する施設

→ 「特定給食開始届」 を提出

【Ⅱ】その他の給食施設

特定かつ多数の者（１回２０食以上で、１回１００食未満又は１日２５０食未満）に対して継続的に
食事を提供する施設

→ 「給食開始届」 を提出

１・２の届出とも、詳細は所管区の保健センターへお問い合わせください
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Ⅱ.栄養管理（資料P138 ～ 139）

介護保険サービスにおける栄養管理・衛生管理に関する資料

栄養・給食のページ
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/shido/eiyou_kyusyoku_top.html?node_id=8430

第１章 献立の考え方・療養食への展開方法・衛生管理

第２章 栄養ケア・マネジメントの手順、利用者への配慮事項

施設で整備する書類と保存年限

災害用非常食

○栄養・衛生管理関係 帳票フォーマット

○参考資料（リンク）
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災害用の飲用水として貯水槽の水を使用する場合
（資料P1）

貯水槽(受水槽)の水を使用する場合は、発災初日で

使用するように想定する

理 由

水道法により、残留塩素濃度は0.1㎎/L(0.1ppm)以上に保つこと

が定められています。停電等により貯水槽(受水槽)に市水が循環

しないと残留塩素濃度が低下し、飲用に適さなくなるため、早急

に使用する必要があります
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令和５年度 介護保険施設サービス事業所における死亡
事故原因（資料P139）

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

死亡事故件数 1 4 2 2 2 2 1 1 3 3 4 0

うち
窒息・誤嚥の

件数
1 2 2 1 1 0 1 1 1 3 4 0
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Ⅲ. 施設サービスの運営指導における栄養管理・
衛生管理の確認方法について（資料P139）

• 給食内容の確認方法

• 栄養ケア・マネジメントの確認方法
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給食内容の確認方法（P139）

「給食施設自己点検シート」

施設サービスの指導・監査時に「給食施設自己点検シート」の提出を依頼

し、その内容を子ども青少年局子育て支援部子育て支援課を通じ、施設所

管区の保健センター保健予防課へ情報提供する

目 的

これまで別々に実施してきた老人福祉施設・介護保険施設の指導・監査と健康増進法に

基づく給食施設巡回指導について、「給食施設自主点検シート」を用いて情報共有を図

ることにより、給食指導の効果・効率を上げ、施設の負担を軽減する
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栄養ケア・マネジメント及び栄養・衛生管理の
確認方法について（資料P139）

「栄養ケア・マネジメント自己点検シート」

• 今年度より「栄養管理にかかる減算」が適用になったことを受け、確認方
法を「自己点検シート」に変更

「栄養・衛生自己点検シート」(一般監査の「監査調書」内「栄養・衛生管理」部分）

• 本体施設の厨房で同一法人内の他施設の食事を調理している施設が、本体
施設と同時に運営指導・監査を実施する場合、栄養・衛生自己点検シート
は本体施設と異なる部分のみ記載する

• 非常食の献立表及び内訳等一覧は、施設で運用している様式を提出するこ
とでシート内への記載を省略できる
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●認知症グループホームにおける
栄養管理体制加算の算定要件について(資料なし)

管理栄養士の要件
• 外部（他の事業所(栄養管理体制加算の対象事業所に限る)）の「外部」の要件と

して、給食委託会社の管理栄養士に委託することは認められません。

施設への指導・助言
• 指導・助言は管理栄養士が施設を訪問して実施する必要があります。

【根拠】
「介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について」

（令和６年３月29日厚生労働省老健局高齢者支援課長等名通知）

利用者の状況を確認する「ミールラウンド（食事の観察）については、利用者の食事・嚥下の状態を
直接確認する必要があり、原則として、テレワークでの実施は認められない。」

管理栄養士・栄養士



14

おわりに

運営指導・指導監査の栄養・衛生関係の講評は、

NAGOYAかいごネットの「栄養・給食のページ」の

「参考資料（リンク）」内「指導・監査講評 令和５年度」

をご確認ください



1

名古屋市健康福祉局 介護保険課 居宅指定担当

指定（許可）更新申請について
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指定（許可）更新申請について
（資料Ｐ85～87）

１指定（許可）更新制度について

介護サービス事業所・介護保険施設は、6年ごとに指定（許
可）の更新を受けなければならない。

当該更新を受けない場合は、事業所の指定（許可）の効力を失
うこととなり、満了日以降は継続できなくなる。

休止中の場合は更新することができない。有効期間満了日まで
に、人員基準等を充足し、再開後に更新するか、事業を廃止する
こととなる。
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指定（許可）更新申請について
（資料Ｐ85～87）

２（１）問合わせ先（提出先）

・名古屋市介護事業者指定指導センター

・名古屋市介護保険課居宅指定担当

※地密デイを除く居宅系の地域密着型サービス

・名古屋市介護保険課施設指定担当

※施設・居住系サービス
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指定（許可）更新申請について
（資料Ｐ85～87）

２（３）スケジュール

・有効期間満了日の概ね２～３ヶ月前に案内通知を送付

・通知に記載された書類を整える。

・有効期間満了日の１～２ヶ月前（指定された期間）に書類

を提出。
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指定（許可）更新申請について
（資料Ｐ85～87）

２（５）地域密着型サービス事業所における留意事項

・他市町村の指定を受けている場合は、本市とは別に、当該市

町村への更新手続きが必要となる。

・本市の指定日と異なる場合があるので確認すること。
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名古屋市健康福祉局 介護保険課 居宅指定担当

変更・廃止・休止・再開・加算
の届け出について
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変更届、廃止・休止・再開届について
（資料Ｐ88）

１ 提出期限（原則）

・介護保険法施行規則で定める事項について、指定申請の内容

から変更があったとき 10日以内

・事業を廃止又は休止するとき 1月前まで

・休止している事業を再開するとき 10日以内
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変更届、廃止・休止・再開届について
（資料Ｐ88～89）

2 変更届について
・申請内容に変更が生じたときはその都度変更、届の提出が必要

・移転や許可申請を伴うものなど、事前相談が必要となる場合がある。

・区間移転の場合は事業所番号が変更になる。
変更月の前々月の10日までに提出。

・通所介護と地域密着型通所介護での定員変更は変更後の定員
により、廃止・新規申請となる場合がある。（18人⇔19人）
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変更届、廃止・休止・再開届について
（資料Ｐ88～89）

2 変更届について

〇運営規程における従業員の員数の記載方法（令和３年度改正）

・人員基準を満たす範囲において「〇人以上」でもよい。

・本取扱いを適用し、従前の記載方法から「〇人以上」へ記載

方法を変更する場合は、変更届の提出は不要
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変更届、廃止・休止・再開届について
（資料Ｐ88～89）

2 変更届について

〇従業員の変更における特例措置

・変更事由が職員の採用、退職などの異動のみ

かつ、特例の条件に適合する場合は、６月１日時点の内容を

同月末までに届け出る。（都度の届け出は不要）

※ 介護老人保健施設・介護医療院は7月1日時点の内容を

6月20日まで（変更許可申請が必要）



11

変更届、廃止・休止・再開届について
（資料Ｐ88～89）

2 変更届について

〇従業員の変更における特例措置

〈特例の条件〉

1.次の職種でないこと

・管理者 ・訪問介護事業所のサービス提供責任者

・介護支援専門員 ・特定施設入居者生活介護の計画作成担当者

・認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者

2.人員基準に適合していることを事業所が自主点検し、確認してい

ること。
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介護給付費算定に係る届出書について
（資料Ｐ89～90）

指定申請時等に提出した

「介護給付費算定に係る算定等に関する届出書」

（加算参考様式1－1～1－3）

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」

（加算参考様式2－1～2－4）

の内容に変更が生じた場合は、その都度変更届が必要



13

介護給付費算定に係る届出書について
（資料Ｐ89～90）

〇加算等の算定の開始時期（届出時期）〈処遇改善加算以外〉

サービス種別 算定の開始時期

訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビ
リテーション、通所介護、訪問看護
（緊急時訪問看護加算を除く）、通所
リハビリテーション、福祉用具貸与・
販売、居宅介護支援、地域密着型の居
宅サービス、居宅療養管理指導

届出が、毎月15日以前に
なされた場合には翌月の初
日から、16日以降になさ
れた場合には翌々月の初日
から
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介護給付費算定に係る届出書について
（資料Ｐ89～90）

〇加算等の算定の開始時期（届出時期）〈処遇改善加算以外〉

サービス種別 算定の開始時期

訪問看護（緊急時訪問看護加算、指定
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事
業所と連携して指定訪問看護を行う場
合に限る）、定期巡回（緊急時訪問看
護加算）、看護小規模多機能型居宅介
護（緊急時対応加算）

届出を受理した日
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介護給付費算定に係る届出書について
（資料Ｐ89～90）

〇加算等の算定の開始時期（届出時期）〈処遇改善加算以外〉

サービス種別 算定の開始時期

短期入所生活介護、短期入所療養介護、
特定施設入居者生活介護、介護老人福
祉施設、介護老人保健施設、介護医療
院、地域密着型の施設サービス

届出を受理した日の属する月
の翌月の初日（届出を受理し
た日が月の初日である場合は
当該月）
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変更、廃止・休止・再開届出および介護給付費算定
に係る届出の書類 （資料Ｐ88・90）

〇届出様式等は、随時見直しを行っていますので、届出の際には、
「NAGOYAかいごネット」で最新版をご確認ください。
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/top/

〇「NAGOYAかいごネット」に掲載されているサービス毎の添付
書類一覧に基づき、必要な書類を添付してください。
https://www.kaigowel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/download/s
hisetsu/#3
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名古屋市健康福祉局 介護保険課 居宅指定担当

特定事業所集中減算について
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特定事業所集中減算について （資料Ｐ92）

特定事業所集中減算とは、

毎年度２回、居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画
について判定し、対象となる各居宅サービスについて、同一法人
の事業所の割合が８０％を超える場合に、すべての利用者に対し
て1月につき1件200単位を半年の間減算。

正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外
して計算。
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特定事業所集中減算について （資料P348 ）

〇会計検査院からの指摘（他市区等）

【特定事業所集中減算の適用を誤っていた事態 】

実地検査の結果、1 9 市区等の2 6 事業所において 、特定事業所
集中減算の適用を誤っていた事態が見受けられた。

具体的には、当該事業所において 特定事業所集中減算の適用に係
る割合 の計算にあたり、①訪問介護サービス等を位置付けた計画数
（分母）を過大に集計したり、②訪問介護サービス等に係る紹介率最
高法人の居宅サービス計画数（分子）を過小に集計したりして、特定
事業所集中減算の適用に係る 割合が 8 0 ％を超えなかったことから、
特定事業所集中減算を適用していなかったことによるもの。
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定期巡回・随時対応型訪問介護
看護及び（看護）小規模多機能型
居宅介護の参入促進について

名古屋市健康福祉局 介護保険課 居宅指定担当
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〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護開設準備経費補助

最大 1か所×1,530万円（令和５年度実績）

〇（看護）小規模多機能型居宅介護開設準備経費補助

最大 宿泊定員×914千円（令和５年度実績）

共に 開設前6か月間に係る経費

例：職員の雇上経費、職員の募集経費、普及啓発経費、

周知広報経費、開設準備事務経費 等

定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び
（看護）小規模多機能型居宅介護の参入促進について

（資料P112～115）
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〇小規模多機能型居宅介護 本市独自報酬

名古屋市が独自に定める基準を満たす事業所に、

最大 月1,000単位

〇（看護）小規模多機能型居宅介護事業所整備補助

最大：3,660万円（令和5年度実績）工事費、工事請負費

条件：３年以上の介護保険関係事業を運営実績を有する法人等

定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び
（看護）小規模多機能型居宅介護の参入促進について

（資料P112～115）
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居宅介護支援事業所における
管理者要件について

名古屋市健康福祉局 介護保険課 居宅指定係
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居宅介護支援事業所における管理者要件について
（資料P187）

〇居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員
（令和３年４月１日～）

〇不測の事態により主任介護支援専門員が管理者とできなくなっ

てしまった場合は届け出により１年の猶予が可能

〇令和３年３月３１日時点で主任介護支援専門員でない者が管理

者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者

である限りは、令和９年３月３１日まで猶予される。
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各種研修について

名古屋市健康福祉局 介護保険課 居宅指定担当



26

各種研修について （資料P207～217）

・介護職員等のキャリア形成に向けた研修（Ｐ207～）

・高齢者日常生活支援研修（ちょこサポ研修）（Ｐ209～）

・小規模介護事業所・復職者支援研修（資料Ｐ212～）

・介護保険・障害者福祉サービス事業所経営セミナ—（資料Ｐ217）
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名古屋市介護サービス事業者
自己評価・ユーザー評価事業

名古屋市健康福祉局 介護保険課 居宅指定担当
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事業の概要 ※詳しくは、募集要項をご覧ください（資料P141）

＜活用事例＞

・ 運営指導の確認事項「運営基準による質の評価（自己評価）」に対応

・ 介護サービス情報公表制度「利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見

等を把握する取組の状況」の実施事項に対応

＜目的＞

・ 自らのサービス提供の現状を正しく把握し、事業運営の改善に繋げる

・ 評価結果の公表を通じて利用者が事業者選択の指標情報とする

＜スケジュール＞

募集開始日 ： 8月1日（木） ～ 9月30日（月）

実 施 日 ： 申込日 ～ 11月29日（金）まで
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名古屋市介護サービス事業者自己評価・
ユーザー評価事業 申込 （資料P142）

・申込方法

以下のウェブサイトでご確認ください。

★「名古屋市介護サービス事業者連絡研究会」（名介研）

http://www.meikaikenuser.jp/userhyoka/

★「ＮＡＧＯＹＡかいごネット」

https://wwkaigo-wel.city.Nagoya.jp/view/kaigo/hyouka/
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名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業

令和５年度 10年継続事業所

【居宅介護支援】

オーネスト戸田川指定居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所 かなれ介護支援センター

第二尾張荘ケアマネジメントセンター

ケアマネハウス ライフケア相生
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名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業

令和５年度 10年継続事業所

【訪問介護】

訪問介護ステーションかなれ

【訪問看護】

訪問看護ステーション 空
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名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業

令和５年度 10年継続事業所

【地域密着型通所介護】

ふれあいサロン愛

ハッピーリハビリデイサービス

笑皆の風
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名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業

令和５年度 10年継続事業所

【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

特別養護老人ホーム第Ⅱ港寿楽苑

【短期入所生活介護】

第Ⅱ港寿楽苑
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名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業

令和５年度 10年継続事業所

【介護老人福祉施設】

特別養護老人ホームユートピア第２つくもユニット

特別養護老人ホーム楓林花の里南館

【特定施設入居者生活介護】

なごみの家鶴里
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名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業

令和５年度 10年継続事業所

【認知症対応型共同生活介護】

グループホーム大喜

あっくん家

以上、１6事業所
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名古屋市健康福祉局介護保険課施設指定担当

介護職員等処遇改善加算の
届出について



Ⅰ 介護職員等処遇改善加算の様式について

Ⅱ 提出期限及び提出方法、提出先

2

内 容（資料P97～100）
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Ⅰ 介護職員等処遇改善加算の様式について
（資料Ｐ97～99）

・令和6年度介護報酬改定により、「介護職員処遇改善加算」、
「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等
支援加算」が一本化され、「介護職員等処遇改善加算」が創設し
ました。（令和6年度経過措置、令和7年度完全施行予定）

・令和6年度分の処遇改善加算の計画書、実績報告書等の様式が
変更になったため、必ず最新のものを使用してください。
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Ⅱ 申請期限・申請書の提出方法・提出先
（資料P97）

・申請期限 令和７年度分（定期届出）

※令和７年２月28日（金）（予定）消印有効

・提出方法 郵送

・提出先 名古屋市介護事業者指定指導センター

※様式が変更になる場合は、申請期限も変更になる可能性がございま
す。ＮＡＧＯＹＡかいごネットにてお知らせしますのでご確認くださ
い。
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Ⅱー2 実績報告の提出方法・提出先
（資料P100）

加算は毎年度届出が必要であり、また毎年度実績報告が必要
です。

・申請期限 令和６年度分（定期報告）

令和７年7月31日（木）消印有効

※最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日となる。

・提出方法 郵送

・提出先 名古屋市介護事業者指定指導センター

実績報告の提出をされないと、加算の算定要件を満たしていない
不正請求として全額返還になることがあります。
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名古屋市健康福祉局介護保険課施設指定担当

管理者の兼務について

資料Ｐ３４
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管理者の兼務について（資料P34）

事業所ごとに、専ら管理業務に従事する常勤の管理者を置かな
ければならない。

ただし、事業所の管理上支障がない場合は、他の職務への従事
もできるとされています。

管理者の兼務は同一敷地内の事業所でなくても差し支えないと
されましたが、兼務できるのは従来どおり、他の事業所の職務に
従事する時間帯も、利用者へのサービス提供の場面などで生じる
事業を適時かつ適切に把握でき、職員・業務の一元的な管理、指
揮命令に支障がない場合に限られます。
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管理業務に支障がある場合の例示（資料P34）

①管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合

②併設される入所施設において入所者に対し
サービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合

（施設における勤務時間が極めて限られている場合を除く）

③併設される訪問系サービスの事業所の
サービス提供を行う従業者と兼務する場合

（訪問系サービスにおける勤務時間が極めて限られている場合は除く）

④事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに事業所、利用者
サービス提供の現場等に駆け付けることができない体制となっている場合
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名古屋市健康福祉局介護保険課施設指定担当

介護ロボット等活用推進事業について



Ⅰ 普及啓発

Ⅱ コンサルティング・マッチング

Ⅲ 介護ロボット導入効果検証

10

内 容（資料P282）
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Ⅰ 普及啓発（資料P282）

・介護ロボットの常設展示

・セミナーやフォーラムの開催

・介護ロボット情報のネット配信
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Ⅱ コンサルティング・マッチング
（資料P282）

・介護現場における課題分析（アセスメント）

・各介護現場に適した介護ロボット等の選定

・介護ロボットを使用するにあたってのアドバイス

※介護ロボットや福祉用具に精通した専門職（リハビリテー

ション工学技師、作業療法士、ソーシャルワーカーなど）

がサポート
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Ⅲ 介護ロボット導入効果検証（資料P282）

・介護事業所を対象に介護ロボットの活用方法や効果を検証

・結果を発表し、普及促進

※これまでの結果については、ホームページよりご確認ください。



1

名古屋市健康福祉局 介護保険課推進担当

名古屋市外国人介護人材等
導入支援事業について



Ⅰ.導入経費補助

(1)補助対象

(2)対象経費と補助額

(3)対象期間

2

内 容

Ⅱ.導入サポート事業

(1)セミナー開催

(2)相談窓口の設置

(3)導入勧奨



3

Ⅰ.導入経費補助(1)補助対象（資料P274）

以下の外国人介護人材・障害福祉人材を初めて
雇用する、市内の介護サービス事業所または障
害福祉サービス事業所

○技能実習生

○在留資格「特定技能」

○EPAに基づく外国人介護福祉士候補者



4

Ⅰ.導入経費補助(2)対象経費と補助額（資料P274）

事業所が初めて雇用する1名の雇用にかる経費

○監理団体等への入会金・会費 ○紹介料・手数料
○監理費・支援委託費 ○ビザ申請費用
○健康診断費 ○渡航費
○居住費 等 （交付決定後に支払った費用のみ）

要した経費の4分の3を補助（上限55万円）



5

Ⅰ.導入経費補助(3)対象期間（資料P274）

初年度交付決定より１年間

※年度をまたぐ場合、２年度目の補助上限は

５５万円から初年度補助額を除いた額。
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Ⅱ.導入サポート事業(1)セミナー開催（資料P276）

日時 場所 定員

セミナー第1回 R6.8.7 13～16時 imy会議室（東区） 35名

セミナー第2回 R6.8.28 18:30～21時
デイサービスセン
ター西日置フラ
ワー園（中川区）

30名

セミナー第3回 R6.9.29 13～16時 30名

外国人材交流BBQ R6.10.6 11～14時 30名

お申し込みはこちら→
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Ⅱ.導入サポート事業(2)相談窓口の設置（資料P277）

電話

対面（要予約）



8

Ⅱ.導入サポート事業(3)導入勧奨



1

名古屋市役所健康福祉局介護保険課
要介護認定担当

介護保険手続きにおける
電子申請サービスの取扱いについて



概要①（資料P337）

・令和6年10月1日から、下記2つの手続きについて
新たにオンラインで申請可能とする予定です。

 要介護・要支援認定申請（新規申請）

 要介護・要支援状態区分変更申請

※要支援状態からの区分変更申請の場合は、新規申請のフォームから
申請をお願いします。

※第2号被保険者の方は、上記２つの手続きについてはオンライン申請
をご利用いただくことができませんので、ご注意ください。

・名古屋市電子申請サービスからの申請となります。
※既にオンライン申請が可能な「要介護・要支援更新認定申請」等と同様

です。

2



概要②（資料P338）

【主な手続きのオンライン対応スケジュール】

※手続き名称は一部簡略化しています。

3

◆居宅サービス計画作成依頼届出

現時点で申請可能
◆要介護・要支援認定申請(更新・転入)

◆要介護認定等の資料提供の申出

◆被保険者証の再交付申請

◆要介護・要支援認定申請(新規・区変)
令和6年10月1日
開始予定

◆負担割合証の再交付申請

令和6年度中
開始予定

◆負担限度額認定申請

◆高額介護サービス費支給申請

◆福祉用具購入費・住宅改修費の支給申請 等



運用の見直し➀（資料P338）

・令和6年6月1日から、介護保険被保険者証原本の提出
を不要とし、画像データ等の添付のみで受付を行って
います。

・オンライン申請手続き後、新しい被保険者証(または
資格者証)が届きましたら、お手元の被保険者証原本
は個人情報が読み取れないように裁断等して破棄して
いただくようお願いします。

※要介護５の被保険者が要介護状態区分変更申請を行う
場合は、原本の提出が必要となりますので、ご注意く
ださい。
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運用の見直し②（資料P339）

【各手続きにおける被保険者証原本提出の要否】

※令和6年10月時点でオンライン申請可能な手続きのみ掲載しています。

※それ以降にオンライン申請可能となる手続きの取扱いは改めてお知らせします。

5

手続き名 オンライン申請 窓口郵送申請

◆被保険者証の再交付申請 不要(データ添付) 必要

◆要介護・要支援認定(新規・更新・転入) 不要(データ添付) 必要

◆要介護・要支援認定(区変※要介護５の方を除く) 不要(データ添付) 必要

◆要介護・要支援認定(区変※要介護５の方) 必要 必要

◆要介護認定等の資料提供の申し出 不要(データ添付) —

◆居宅サービス計画作成依頼届出 不要(データ添付) 必要



オンライン申請に必要なもの（資料P339）

6

①

 手続を行う方のマイナンバーカード

・ケアマネジャー等、代理申請の場合は代理人の方のものが
必要です。(被保険者本人のものは不要)

・電子署名が有効であることと、署名用電子証明書の暗証
番号が必要です。

②
 マイナンバーカードをスキャンできるスマートフォン

・NFCまたはFeliCaに対応しているものが必要です。
・申請フォームへの入力はパソコンでも可能です。

③

 Graffer電子署名アプリ

・名古屋市電子申請サービスでマイナンバーカードによる
電子署名を行うためのアプリです。

・アプリ内に個人情報は保存されません。

④
 要介護認定等を受ける方の介護保険被保険者証

・画像添付等が必要な一部の手続に限ります。(要介護・要支
援認定申請や居宅サービス計画作成依頼届出など)



オンライン申請の流れ①（資料P340）

7

①
PCやスマートフォンのブラウザから
申請フォーム入力

②
マイナンバーカードをアプリ入りの
スマートフォンで読取り、電子署名
を付与

③
PCやスマートフォンのブラウザから
申請を送信

④ 申請完了

⑤
手続き完了後、新たな被保険者証
(または資格者証)が届いたら、お手
元の被保険者証を破棄

※要介護・要支援認定申請、被保険者証の再交付申請の場合

or

or



オンライン申請の流れ②（資料P340）
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①
PCやスマートフォンのブラウザから
申請フォーム入力

②
マイナンバーカードをアプリ入りの
スマートフォンで読取り、電子署名
を付与

③
PCやスマートフォンのブラウザから
申請を送信

④
介護認定事務センターへ被保険者証
の原本を郵送

⑤ 申請完了

※要介護５からの区分変更申請の場合

or

or



オンライン申請の流れ③（資料P341）

9

①
PCやスマートフォンのブラウザから
申請フォーム入力

②
マイナンバーカードをアプリ入りの
スマートフォンで読取り、電子署名
を付与

③
PCやスマートフォンのブラウザから
申請を送信

④ 申請完了

⑤
資料のダウンロードページのURLが
メールで届く

※要介護認定等の資料提供の申出の場合

or

or



オンライン申請のメリットと留意点等①
（資料P341）

【メリット】

・区役所・支所の開庁日時や混雑状況に左右されず
閉庁日の申請も可能となる。
※閉庁日であっても、1日付の申請が可能。

・様式や記載例に比べ、記載事項に関する案内が
詳細化されている。

10



オンライン申請のメリットと留意点等②
（資料P342）

【留意点】

• 被保険者証の再交付申請と要介護・要支援認定申
請など被保険者証の添付を要する手続きは同時に
できません。

• 窓口・郵送で申請いただくか、オンライン申請を
ご希望の場合は、被保険者証が再交付されてから
次の申請を行う必要があります。

11



アンケートへの協力依頼について
（資料P342）

【要介護認定関係のオンライン申請にかかるアンケート】

• 以下のURLまたは二次元コードからアンケートフォームに
アクセスして、ご回答をお願いします。

• 事業所ごとに取りまとめていただく必要ありません。
できる限り多くの職員の皆様（各個人）の声をお聞かせ願
います。

回答期限：令和6年10月31日（木）

URL： https://logoform.jp/form/mX9C/617241

12



オンライン申請のご案内（HP）（資料P343）

• 介護保険関係手続きのオンライン申請にかかる申請フォー
ムはNAGOYAかいごネットにまとめて掲載しております。

• ぜひ積極的にご活用ください。

【NAGOYAかいごネット掲載ページ】

URL：https://www.kaigo-
wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/densisinsei/

13



その他（資料P343）

• 令和６年４月から「被保険者証の再交付申請等の手続きの
際の代理権の確認（委任状の取扱いなど）」の取扱い等に
ついて整理しました。

• 「介護保険被保険者証等再交付申請書」の新様式を公開し
ています。

• 申請の際はNAGOYAかいごネットの「介護保険証の再交
付申請」の制度案内ページをご確認ください。
URL： https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/
kaigo/seido/tetsuduki/hokennshosaikouhu.html

14



15

ご清聴ありがとうございました。



1

名古屋市成年後見あんしんセンター

身寄りのない人の権利擁護支援に関するガイドライン

～地域でくらすための身寄りのない人の入所・入院時等のそなえ～



2

ガイドラインの検討経過

名古屋市権利擁護支援協議会のもとに身元保証問題検討部会を設置

 介護・福祉施設への入所や医療機関への入院、住宅入居時に身元保証人等
を求められることが多い。

 核家族化や単身化、少子化によって、家族や親族による支援が困難になっ
てきている。

身元保証人等の不在によって不利益が生じているのではないか？

身元保証人等が不在であっても、本人の権利が擁護され、その人ら
しい生活が実現できる仕組みづくりが必要

（資料P144～）



3

身元保証人等に関する実態調査の実施

調査方法：郵送法による調査票の郵送・回収

調査時期：令和3年12月～令和4年1月

調査対象：①施設・医療機関1,186ヶ所（回収率 42.2%）

②相談支援機関911ヶ所（回収率 51.0%）

 入所・入院時に用いる「契約書（申込書・同意書等）」に本人の署名
欄とは別に本人以外の署名を求めている （施設・医療機関 n501）

 身元保証人等が不在の場合に入所・入院を拒まれたことがある
（相談支援機関 n465）

本人以外の署名を求めている 458ヶ所 91.4%

入所・入院を拒まれたことがある 226ヶ所 48.6%



4

身元保証人等に求められる役割（機能）

※「緊急連絡先」の役割は①～⑥それぞれの役割に含むこととして整理

① サービス等利用契約、ケアプラン・支援計画・診療計画への同意

② 利用料や医療費の支払い等金銭管理

③ 必要物品の購入に関する事実行為

④ 医療機関の受診同行、入院時の手続き、医療同意の支援

⑤ 居室等の明け渡しや退所・退院支援

⑥ 遺体・遺品の引き取り、葬儀・納骨等の死後事務

（資料P144）
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ガイドラインに示す対応方法

身元保証（家族機能）をチームで支える

① 本人の判断能力が十分な場合
② 本人の判断能力が不十分で後見人がいる場合
③本人の判断能力が不十分で後見人がいない場合

身寄りのない人
親族が全く存在しない方

親族がいても疎遠な方

 入所・入院時に身元保証人等に求められている役割を包括的ではなく、
6つの機能に分けて考える

 意思決定支援の考え方に基づいて、本人を含めたチームで対応すること
を前提として、判断能力等に応じた対応を記載

（資料P144）
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「私の気持ち応援シート」の活用

「私の気持ち応援シート」の目的

 身寄りのない人等が施設入所や医療機関入院となった際に必要とされる役割について、
本人以外の者が対応することを事前に想定

 事前に役割分担を想定することで、身元保証人等が不在でも施設や医療機関が安心し
て支援ができることを目指す

 本人にとっては、入所・入院時をイメージして、事前に“備える”行動を促進

私の気持ち応援シートの活用時期

在宅生活している間に、相談支援機関が関わる時からシートの活用を検討

私の気持ち応援シートの作成方法

 本人を含めて、相談支援機関や支援者で協議しながら、役割ごとに支援方法や担当者、
連絡先を記入し、見える化

 あくまで主役は本人で、本人の意思、タイミング、ペースを尊重しながら作成

（資料P145～）
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「私の気持ち応援シート」の様式
私の気持ち応援シート                                              

  あなたの万一に備えて、必要と思われる支援内容に応じ、支援者とともに担うことを想定するためのシートです（身元保証人等に求められる

役割を分けて整理しています）。あなたを含めた支援者のチームで協議した上で作成し、支援者と共有してください。 

私の困り事 支援内容 支援方法・担当者など 今後の準備 

① 福祉に関するサービス

等の利用手続き 

各種利用契約、介護・福祉サービス、

診療計画の説明を聞き、本人の意思

に基づき署名を行います。 

 

 

連絡先： 

 

② 料金の支払いやお金の

管理 

本人の預貯金等から利用料や医療費

の支払いを行います。 

 

 

連絡先： 

 

③ 施設や病院で必要な物

品の準備 

施設入所・病院入院中の際に必要な

物品の購入や準備に協力します。 

 

 

連絡先： 

 

④ 病院受診や入院・手術等

するときの手続き 

医療機関の受診が必要になった場合

の同行、入院等の手続き、本人の医

療同意（対応の協議）に協力します。 

 

 

連絡先： 

 

 

エンディングノート： あり ・ なし 

⑤ 退所や退院の手続き 施設・病院の居室の明け渡しや退所・

退院先の確保に協力します。 

 

連絡先： 

 

⑥ 亡くなった後の手続き 万一亡くなられた際の遺体・遺品の引

き取り、葬儀・納骨等のための連絡調

整などに協力します。 

 

 

連絡先： 

 

確認・共有事項 

（私の想いなど） 

 

入所・入院時など必要に応じて、関係機関に本シートが情報提供されることに同意します。 

作成年月日 ２０  年   月   日（次回見直し時期：         ） 本人署名                

（資料P146）
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ガイドラインの公表
（資料P145）

NAGOYAかいごネット

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/docs/2023051200050/

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/2023051200067/

ウェルネットなごや
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs/2023051200074/

一般向けページ

事業者向けページ

名古屋市成年後見あんしんセンターホームページ

https://www.nagoya-seinenkouken.jp/content/guideline.php
ガイドラインの内容や活用方法について各事業所の職員研修等の機会において説明することが可能です。
ご希望の際は、名古屋市成年後見あんしんセンターまでご連絡ください。
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ご清聴ありがとうございました。



1

名古屋市消防局
救急部救急課

竹内 洋平

救急要請の手引きについて

P166



Ⅰ.「救急隊への情報提供表」の活用について

Ⅱ.  救急要請時の救急車への同乗について

2

内容

P166
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救急要請の手引きとは（資料P166～176）

・施設内等においての、病気やけがの予防方法や緊急時の救急対

応について、記載しています。

・名古屋市公式ウェブサイトにて閲覧及びダウンロード可能です。

P166
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「救急隊への情報提供表」の記載について①

・情報提供表の上半分は、事前に記入できます。

・利用者の状況に変更があった場合には、各項目の更新をお

願いします。

P175
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「救急隊への情報提供表」の記載について②

・情報提供表の下半分の記入は救急通報と並行して行ってください。

・到着した救急隊へ早急に情報提供表を渡してください。

・発症の目撃の有無や最終健在時間は、非常に重要な情報です。

・可能であれば、バイタル測定もお願いします。

P175
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救急車への同乗について

・できる限り救急車への同乗にご協力ください。

・同乗できない場合は、「救急隊への情報提供表」のご提供に

併せて、すぐに連絡を取れる体制をとってください。

P170
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最後に

・皆様のご協力がなければ、救急活動は成り立ちません。

・いつもご協力していただき、誠にありがとうございます。
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名古屋市消防局
救急部救急課

小川 拓弥

高齢者の熱中症予防について

P347



Ⅰ. 名古屋市における熱中症の搬送状況について

Ⅱ. 熱中症予防啓発の取り組みについて

2

内容



3

熱中症による救急搬送者数
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P347

1,322人
1,134人

662人

1,121人

1,633人



4

熱中症による救急搬送者の割合

P347

高齢者
54％

成人
39％

子ども
7％

自宅
52％

道路
32％

その他の屋外

6％

10％
その他の屋内

年代 発生場所
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熱中症対策

・室内の温度測定

・エアコンや扇風機の使用

・こまめな水分補給

・外出時には涼しい服装、日傘や帽子の活用

P347
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名古屋市防災危機管理局 防災企画課

水防法等における避難確保計画
の作成等の義務について

（P183～184）



Ⅰ.なぜ避難確保計画が必要なのか（スライド３～）

Ⅱ.ハザードを把握するには（スライド６～）

Ⅲ.避難確保計画作成・提出方法（スライド７～）

2

内 容
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Ⅰ. なぜ避難確保計画が必要なのか（P183）

避難確保計画とは？？

 災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑か
つ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに
関する事項を定めた計画

高齢者グループホーム 介護老人保険施設

（国土交通省HPより）
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Ⅰ. なぜ避難確保計画が必要なのか（P183）

水防法、土砂災害防止法、津波防災地域づくり法の改正により、
避難確保計画、訓練実施報告の作成、報告が義務化されました。

津波防災地域づくり法
（津波）

Ｒ１ Ｒ２

— 義 務

— 義 務

— 義 務

— 義 務

事 項

水防法、土砂災害防止法
（洪水、内水氾濫、高潮、土砂災害）

H25 H27 H29 R3

避難確保計画の
作成・報告

努力義務 努力義務 義 務 義 務

避難確保計画の
公表

— — — —

訓練の実施 努力義務 努力義務 義 務 義 務

訓練の報告 — — — 義 務
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Ⅰ. なぜ避難確保計画が必要なのか（P183）

 水害の浸水想定区域内の施設

 土砂災害（特別）警戒区域内の施設

 津波災害警戒区域内の施設

計画の作成などが必要な施設

名古屋市 避難確保計画 検索

「要配慮者利用施設一覧表」に作成
対象施設が掲載されています

ハザードマップ

名古屋市防災アプリ



6

Ⅱ. ハザードを把握するには（P183）

ハザードマップの見方

浸水深を色分けして示しています。

土砂災害（特別）警戒区域を示して
います。

指定緊急避難場所
⇒災害の危険から逃げるための場所
注）災害ごとで異なる
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Ⅲ.避難確保計画、訓練実施報告書 作成・提出方法（P184）

「名古屋市避難確保計画作成支援システム」にて作成・提出

提出対象となる施設へは、ID、PASS
を記載した通知文を郵送でお送りして
おります。

※ ID,PASSが不明な場合は下記までお問い合わせください。
担当部署：名古屋市防災危機管理局防災企画課
電話番号：052-972-3523

名古屋市 避難確保計画作成支援システム 検索

☝
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Ⅲ.避難確保計画、訓練実施報告書 作成・提出方法（P184）

●避難確保計画の記載事項について

⇒計画の概要

⇒防災体制

⇒情報収集・伝達の方法

⇒避難誘導の方法

⇒設備・備蓄

⇒防災教育及び訓練の計画 など

●訓練の実施について

⇒避難確保計画に基づく避難訓練を年１回以上実施し、報告
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ご清聴ありがとうございました。



「 安全経営あいち®」の推進

社会福祉施設の労働災害防止
に向けた新たな取り組み

主催:名古屋市役所 健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課

プラスセーフ

＆ +Safe
（経営に安全をプラス）

P230～



介護労働者の腰痛・転倒対策に取り組みましょう
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介護労働者の腰痛・転倒対策に取り組みましょう

4,772

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

60歳以上女性

46%

50代女性

26%

40代女性

10%

60歳以上男性

5%

46.1日
※労働者死傷病報告による休業見込日数

社会福祉施設での転倒災害による平均休業日数（令和5年）

社会福祉施設での転倒災害は増加の一途 性別・年齢別内訳（令和５年）

利用者の車椅子、シルバーカー、杖などにつまずいて転倒

 介助の周辺動作のときも焦らせない
介助のあとは“一呼吸置いて”から別の作業へ

通路の段差につまずいて転倒

 事業場内の通路の段差の解消（★）、「見える化」
 送迎先・訪問先での段差等による転倒防止の注意喚起

作業場や通路以外の障害物（車止めなど）につまずいて転倒

 適切な通路の設定
 敷地内駐車場の車止めの「見える化」

設備、家具などに足を引っかけて転倒

 設備、家具等の角の「見える化」

（なし）
何もないところでつまずいて転倒、足がもつれて転倒

 転倒や怪我をしにくい身体づくりのための運動プロ
グラム等の導入（★）

 走らせない、急がせない仕組みづくり

コードなどにつまずいて転倒

 労働者や利用者の転倒原因とならないよう、電気コード等の引き回しのルールを
設定し、 労働者に徹底させる

職場３分
エクササイズ

中災防 転倒
予防セミナー
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介護労働者の安全衛生対策を進めるために
特に高年齢労働者では行動災害が多発する傾向がみられるため、エイジフレンドリーガイドラインを公表し、
高年齢労働者の安全と健康確保をお願いしております。
①高年齢労働者に配慮した職場環境の整備、②年齢労働者の特性を考慮した作業管理（ソフト対策）、③高年
齢労働者の健康や体力の状況の把握という構成です。
厚生労働省では補助金を準備して皆様をサポートいたします。



第14次労働災害防止推進計画

 計画のねらい

（１）計画が目指す社会
• 自律的でポジティブな安全衛生管理を促進し、働く人々の安全・健康確保
を通じ、企業、社会のウェルビーイング（Well-being）を実現する。

（２）計画期間
• 2023年度から2027年度までの５か年を計画期間とする。

（３）計画の目標
• 愛知労働局、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被災者も
出さないという基本理念の実現に向け、各指標を定め、計画期間内に達成
することを目指す。

令和５年３月



 自律的でポジティブな安全衛生管理を促進
 働く人々の安全・健康確保を通じ、企業、社会のウェルビーイング（Well-being）を実現計画のねらい

「安全経営あいち賛同事業場制度」の運用

 死亡災害 早期に、25人を下回る
 死傷災害 増加傾向に歯止めをかけ、死傷年千人率を減少に転ずる

アウトカム
指標

 製造業死亡災害 6人を下回る
 建設業死亡災害 5人を下回る

 工業中毒による死傷災害 7人を下回る
 定期健康診断有所見率 上昇率０％以下とする

重篤な労働災害の防止 総合的な健康対策
第三次産業

の推進

 「安全経営あいち賛同事業場」2000事業場以上

アウトプット
指標

リスクアセ
スメントの
普及促進

建設業製造業

石綿対策＋Ｓａｆｅ
協議会等
の運用

 残留リスク
情 報 入手
70％以上

 フロントロー
ディング実施
80％以上

墜落・転落
災害防止

はさまれ・
巻き込まれ
災害防止等

 化学物質ＲＡ
実施
80％以上

 年次有給休
暇の取得率
70％以上

労働者の心身
の健康確保

化学物質及び
粉じん対策

-206-



ポジティブな安全管理へ

 終身雇用で知識・経験を豊富に蓄積
 労働者の高い知見を頼りにした、日
本独自の現場管理活動

 外国人労働者、派遣労働者の割合が増加。終身雇用の
減少
 知識・経験豊富な労働者の退職
知見に頼る方法は限界に

経営に安全をプラス
+ S a f e

これまで これから（既に）

プラスセーフ

第三次産業＋Safe協議会とは
 対象（次の主要３業種に対して各々設置）
県内に多店舗（施設）展開する企業の本社または中核となる支店
構成企業数、小売業協議会 10社、社会福祉施設協議会 11社、飲食店協議会 11社
 協議内容
各々の業種に特徴的な労働災害防止のための具体的手法と各店舗等での実施方法や実施にあ
たっての問題点の集約など

これまでは、安全を確保するためには、作業がやりにくくなり、作業効率や生産性が低下し、余計なルールが作
られ、結局作業ルールを無視して災害が発生するなど、負のスパイラルとなる例が散見されました。
現場での作業等の源流（根源・その理由）に目を向け調査把握することは、安全性の向上と生産性等の向上が同
義であることの理解を促進し、もって経営者の安全への前向きな取組を促すきっかけとなることを目指します。



安全衛生トピックス
１「安全経営あいち」推進大会202４ を開催

2025年1月までの
行事お知らせ

3 第三次産業の労働災害防止協議会の名称を「＋Safe協議会」へ

増加を続ける第三次産業の労働災害防止のため、これまで愛知労働局が行ってきた第三次産業主要三業種
（小売業・社会福祉施設・飲食店）に対する労働災害防止協議会の名称を「＋Safe協議会」へ改称
し、経営と一体となった安全管理の理解促進のため、寄添い型の支援体制を強化します。

事業運営と労働災害防止を一体的に捉える機運を醸成するため、令和７年1月2７日にNiterra日本特殊陶業
市民会館フォレストホールにて推進大会を開催します。
安全経営あいちにご賛同いただき、経営と一体的に安全衛生管理を進めることで、企業価値を向上させる取

組を紹介する予定です。

+Safeとは?

２ 異業種交流会 を開催
業種の垣根を超えた異業種の交流事業として、①7月4日開催の愛知産業安全衛生大会で、「運ぶ」をテーマ
とした改善事例を展示。②11月19日にウインクあいちで開催する産業保健フォーラムの後に産業保健ラウン
ドテーブル（座談会）を開催し、各社の担当者と膝を突き合わせた意見・情報交換を予定。



安全経営あいち賛同事業場制度

詳しくは
コチラ↓

出前講座受講の上
で賛同登録を
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名古屋市健康福祉局介護保険課
事業者指導担当課⾧

なごや人権施策基本方針
について
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人権とは（資料P298）

人権とは、

一人ひとりの市民が個人としての生存と自由を確保し、

幸福な社会生活を営むために欠かすことのできない権利であり、

人間の尊厳に基づく固有の権利です。
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１ 基本理念（資料P298）

市民一人ひとりの人権が尊重され、差別や偏見がない

人権感覚にすぐれた「人間性豊かなまち・名古屋」

の実現を目指します。
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２ 基本的な視点（資料P298）

①一人ひとりが大切にされるまちづくり

②多様性を尊重し支えあうまちづくり

③市民の参画と協働によるまちづくり
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３ 市の基本姿勢（資料P298）

①一人ひとりの人を大切にする施策の推進

②市民が主体となる施策の推進

③総合的な施策の推進
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４ 共通施策（資料P299）

１ 人権に関する教育・啓発 ～あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進～

２ 人権に関する研修 ～人権尊重の理念がより実践されるために～

３ 人権尊重のまちづくり ～誰もが安心で安全な生活を営めるまちをめざして～

４ 人権に関する相談・支援 ～早期解決のための相談・支援を充実～
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５ 分野別施策（資料P300）

１ 女性 ～男女共同参画社会の実現に向けて～

２ 子ども ～子どもの人権が尊重される社会の実現に向けて～

３ 高齢者 ～高齢者が安心して暮らせる社会の実現に向けて～

４ 障害者 ～障害のある人もない人も共に生きる社会の実現に向けて～

５ 同和問題（部落差別） ～同和問題（部落差別）の早期解決に向けて～

６ 外国人 ～多文化共生都市の実現に向けて～

７ さまざまな人権分野 ～あらゆる差別や偏見の解消に向けて～

８ 人権を取り巻く課題 ～社会情勢の変化に対応して～
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５ 分野別施策（資料P300）

３ 高齢者 ～高齢者が安心して暮らせる社会の実現に向けて～

・ひとり暮らしや認知症などで支援が必要な高齢者も年々増加
⇒高齢者が孤立することなく、地域社会とのつながりの中で安心して暮

らせるよう、地域における相談・支援体制の整備などが重要

・介護を必要とする高齢者への虐待といった人間の尊厳に関わる問題
⇒高齢者が社会の一員として生涯にわたって健やかで生きがいを持って人

生を送れるよう、主体的な生き方が十分尊重されることが重要

•健やかでいきいきとした生活の実現
•自立して生活するには不安がある方への支援
•地域で安心して暮らすための支援体制の充実
•安心して暮らすことができる生活の場の確保

主な施策
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【再掲】連絡事項① アンケートについて

Webアンケートのご回答をもって、

講習会の参加を確認させていただきます。

回答期限：10月1８日（金）

※同一法人の事業所につきましても、

事業所ごとにご回答をお願いいたします。



7

【再掲】連絡事項② 動画視聴期間について

講習会終了後から同じURLで

令和６年１０月１１日（金）まで

繰り返しご視聴いただくことが可能です。
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アンケートは集団指導専用ページ

（動画掲載ページ）に

掲載しているURLから回答可能です。

ご視聴ありがとうございました。


